
6 メリハリの効いた組織体制と人員配置の整備   

組織及び人員配置については、福祉医療貸付の重点化、福祉医療経営指導  

事業における経営支援事業の強化等の業務の見直しの方向性を踏まえ、各業  

務の業務量に応じた効率的かつ効果的な業務運営を行うための組織体制及  

び人員配置や専門性を有効に活用するための業務連携及び人材育成のあり  

方について結論を得ることとし、次期中期目標期間において整備を図ること  

とする。  

第3 その他の業務全般に関する見直し  

上記第1及び第2に加え、業務全般について以下の取組を行うこととする。  

1 中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等   

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等において、国   

の政策目標における福祉医療機構の任務の位置付け、国・民間等との役割分   

担など、福祉医療機構が担う任務・役割を明確にするとともに、その任務・   

役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の方針を具体的に明記する   

こととする。  

その際、目標達成の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内   

容や水準等を可能な限り具体的かつ定量的に示すこととする。  

また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結   

果を事業選択や業務運営の効率化に反映させること等により見直しの実効   

性を確保するとともに、福祉医療機構の財務内容等の一層の透明性を確保   

する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図ることとす  

・ニ・、  

2 効率化目標の設定及び総人件費改革   

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標等と   

同程度以上の水準の目標を具体的に示すとともに、業務の質の向上につい   

ても極力客観的かつ具体的な目標を示すことにより、一層質が高く効率的   

な業務運営を目指すこととする。  

その際、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行   

政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で   

5％以上を基本とする削減の着実な実施を促すとともに、役職員の給与に関   

し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進することとする。  

3 随意契約の見直し  

業務の実施に当たり随意契約により委託等を行っている場合には、国に   

おける見直しの取組（「公共調達の適正化について」（平成18年8月25日   

付け財計第2017号。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、関連  
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公益法人を始め特定の団体との契約の在り方の見直しなど不断の見直しを  

行わせることとし、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通  
じた業務運営の一層の効率化を図ることとする。  

4 法人の資産の有効活用等に係る見直し   

福祉医療機構の保有する資産について、売却や一般利用への開放、関連す  

る諸権利の有効活用等により、土地・建物等の効率的な活用を促進し、自己  

収入の増加を図る等の観点から、次期中期目標期間中に見直しを行うことと  

する。   



23 協調融資覚書締結金融機関名一覧  

県別 協調融資覚書締結金融機関名一覧  

平成19年2月1日現在  

締 結 済 み 金 融機 関   

都 銀  三菱東京UFJ銀行  三井住友銀行   みずほ銀行   リそな銀行   埼玉りそな銀行   
北海道   北海道銀行   北洋銀行   札幌銀行   空知信用金庫  北海信用金庫   

青 森   みちのく銀行   青森銀行  
岩 手   岩手銀行   東北銀行   北日本銀行   北上信用金庫  
宮 城   七十七銀行   仙台銀行   石巻信用金庫  
秋 田   秋田銀行   北都銀行  
山 形   荘内銀行   山形銀行  山形しあわせ銀行  殖産銀行  
福 島   東邦銀行   福島銀行   大東銀行   福島信用金庫  二本松信用金庫  

須賀川信用金庫  伊達みらい農業協同組合  

茨 城   常陽銀行   茨城県信用組合  関東つくば銀行   茨城銀行  土浦農業協同組合  
水戸信用金庫  

栃 木   栃木銀行   足利銀行   佐野信用金庫  足利小山信用金庫  
群 馬   群馬銀行   東和銀行   館林信用金庫  かんら信用金庫  高崎信用金庫  

利根郡信用金庫  ぐんま信用金庫  アイオ㌦信用金庫  桐生信用金庫  
埼 玉  埼玉常信用金庫  飯能信用金庫   武蔵野銀行   青木信用金庫  
千 葉  千葉興業銀行   京葉銀行   千葉銀行  
乗 京  東京都民銀行  東京厚生信用組合  東日本銀行   西武信用金庫   八千代銀行  

三菱UFJ信託銀行  東京スター銀行  

神奈川   横浜銀行   湘南信用金庫  さがみ信用金庫  横浜信用金庫  
新 潟   北越銀行   第四銀行   大光銀行   三条信用金庫  新潟際信用組合  

協栄信用組合  
富 山   北陸銀行   富山第一級行  富山県信用組合   富山銀行   冨山信用金庫  

高岡信用金庫  
石 川  金沢信用金庫   北国銀行  のと共栄信用金庫  興能信用金庫  
福 井   福井銀行   福邦銀行   福井信用金庫  福井市南部農業協同組合  
山 梨  山梨中央銀行  山梨信用金庫  
長 野   八十二銀行   長野銀行   長野信用金庫  
岐 阜  大垣共立銀行   十六銀行   岐阜信用金庫  西濃信用金庫  東濃信用金庫   
静 岡   静岡銀行   清水銀行   静岡中央銀行  しずおか信用金庫  掛川信用金庫  

磐田信用金庫  遠州信用金庫  島田信用金庫  浜松信用金庫  富士宮信用金庫  
三島信用金庫  沼津信用金庫  

愛 知  岡崎信用金庫  蒲郡信用金庫  愛知信用金庫  碧海信用金庫  豊橋信用金庫  
豊田信用金庫   愛知銀行   西尾信用金庫   中京銀行  

三 重   三重銀行   百五銀行   第三銀行  
滋 賀   滋賀銀行   ぴわこ銀行   長浜信用金庫  湖東信用金庫  
京 都   京都銀行   京都信用金庫  京都北都信用金庫  京都中央信用金庫  
大 阪  近畿大阪銀行  大阪市信用金庫   泉州銀行  
兵 庫  中兵庫信用金庫   但馬銀行   みなと銀行   播州信用金庫  西兵庫信用金庫  

姫路信用金庫  但馬信用金庫  神戸信用金庫  兵庫県信用組合  兵庫六甲農業協同組合   

奈 良   南都銀行   大和信用金庫  奈良中央信用金庫  奈良信用金庫  
和歌山   紀陽銀行  
鳥 取   鳥取銀行  
島 根  山陰合同銀行  島根中央信用金庫  
岡 山   中国銀行   トマト銀行   吉備信用金庫  笠岡信用組合  玉島信用金庫  

おかやま信用金庫  
広 島   広島銀行  広島みどり信用金庫  しまなみ信用金庫  
山 口   山口銀行   西京銀行  
徳 島   阿波銀行   徳島銀行  
香 川   百十四錨行   香川銀行   高松信用金庫  

愛 媛   伊予銀行   愛媛銀行   愛媛信用金庫  
高 知   四国銀行   高知銀行  
福 岡   福岡銀行  西日本シティ銀行  福岡ひびき信用金庫  筑邦銀行  
佐 賀   佐賀銀行   佐賀共栄銀行  
長 崎   十八銀行   親和銀行  
熊 本   肥後銀行  熊本ファミリー銀行  
大 分   大分銀行  
宮 崎   宮崎銀行   宮崎太陽銀行  

鹿児島   鹿児島銀行  奄美大島信用金庫  奄美信用組合  
沖 縄   琉球銀行   沖縄銀行   沖縄；毎邦銀行  

その他   信金中央金庫  商工組合中央金庫  
合 計   194機関   
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24 第三者評価都道府県推進組織設置状況一覧  

46都道府県で設置済  
平成18年11月2日現在   

No．  都道府県   都道府県推進組織   設立年月日   設立予定  区分   備考   
匂  北海道  北海道福祉サービス第三者評価事業推進機構   平成17年7月7日  社団  
2  青森県  詩森県福祉サービス第三者評価推進委員会   平成17年4月1日  社協  
3  岩手県  主≒手県   平成17年5月11日  行政  
4  宮城県  宮城県福祉サービス第≡書評価推進機構   平成18年3月17［］  任意  

」秋田県福祉り■－ビス  

第三者評価推進機楕検  
討委員会」を平成18年  

5  秋田県  秋田県社協 福祉サービス第≡書評価推進委員会  平成17年7月6日  社協     4月1日に改組   
6  山形県  山形県   平成17年3月8日  行政  
7  福島県  福島県   平成17年12月1日  行政  

l茨城県福祉サービス  
第≡書評価推進機構」  
を平成17年9月30日に  

8  茨城県  茨城県   平成16年11月30日  行政     改称   
一県‡Ⅰ協福祉サービス  

第三者評価事業『検討  
委員会』」を平成17年  

9  栃木県  県社協 福祉サービス舅≡書評価推進機構   平成17年4月1日  社協     4月1日に改組   

10  群馬県  福祉サービス評価推進センターぐんま   平成16年9月6日  社協  
m  埼玉県  埼玉県   平成16年6月30日  行政  
12  干葉県  千葉県福祉サービス第三者評価・情報公表推進会議  平成18年4月28日  行政  
13  東京都  東京都福祉サービス評価推進機構   平成14年4月1日  財団  
14  神奈川県  かながわ福祉サービス第≡書評価推進機構   平成16年6月15日  任意  
15  新潟県  新潟県   平成18年10月18日  行政  
16  冨山県  富山県福祉サービス第三者評価推進機構   平成17年1月13日  行政  
17  石川県  モ川l県   平成17年11月22日  行政  
18  福井県  福井県社会福祉協議会   平成17年4月1田  社協  
19  山梨県  山梨県福祉サービス評価推進機構   平成17年6月20日  社協  
20  長野県  長野県   平成17年9月1日  行政  
21  岐阜県  岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議   平成16年5月28日  行政  
22  静岡県  静岡県   平成16年8月19日  行政  
23  愛知県  愛知県福祉サービス第≡書評価推進センター   平成16年9月27日  社協  
24  三重県  三重県   平成16年4月1日  行政  
25  滋賀県  滋賀県   平成17年12月22日  行政  
26  京都府  京都介護・福祉サービス第三者評価等支援機構  平成17年10月14［〕    任意  

平成17年5月に、佳  
社会福祉法人大阪総合福祉協会 福祉サービス第   恵団体カ＼ら社会福祉法  

27  大阪府  平成14年6月25日  社福  
＝亮i葦県チ†護保険サ ー  

ビス第三者評価事業柁  
進委員会」を平成17年  

28  兵庫県  兵庫県福祉サービス第≡書評価推進委員会   平成17年4月1田  行政     4月1日に改組   

29  奈良県  奈良県   平成17年7月21日  行政  
「和歌山県‡Ⅰ協福祉  

サービス第≡書評価事  
業準備室」を平成18年  

30  和歌山県  和歌山県社協福祉サービス第≡書評価事業推進組織  平成16年7月31日  社協     4月1日に改組   

31  鳥取県  鳥取県   平成16年7月22日  行政  
32  島根県  島根県   平成17年4月1日  行政  
33  岡山県  岡山県   平成18年7月1日  行政  
34  広島県  平成18年度以降予定  未定  

35  山口県  山口県   平成17年4月1日  行政  
36  徳島県  徳島県   平成17年8月10日  行政  
37  香川県  香川県   平成17年4月1日  行政  

平成18年5月22日  行政  
39  高知県  高知県福祉サービス第≡書評価事業推進委員会  平成17年3月8日  行政  
40  福岡県  福岡県   平成17年4月1日  行政  
41  佐賀県  佐賀県（さ力て福祉サービス評価等推進会議）   平成17年4月1日  行政  
42  長崎県  長崎県   平成17年6月8日  行政  
43  熊本県  熊本県   平成18年3月3日  行政  

分！崇社協大分県福祉ワービス第三者≡津†曲事薫  
44  大分県   平成16年5月27日  社協  
45  宮崎県  宮崎県   平成18年8月8日  行政  
46  鹿児島県  鹿児島県   平成17年9月7日  行政  
47  沖縄県  沖縄県   38  愛媛県  学′、≡≡                                                                                    大 ；≡： 平成18年5月19日  行政  
※厚生労働省・全国社会福祉協議会調べ  
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25 事業者段階における苦情解決の取組状況  

苦情受  
付窓口  

を設置  公営  私営   

計   78．2％  5§5％  86．5％   

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

00  

9  

0  

埼  玉  79，4％  592％  853％   

2  

3  

4  

5  

6  

7   

8  

9  

0  

嘆 ‥＿＿‥＿  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

0  

鳥  取  77．9％  61．7％  87．2，i   

2  

3  

4  

5  

6  

7   

8  

9  

0  

91．0％  佐  賀  87．5％  69．7％   

2  

3   

4  

5  

6  

7  

苦情解  
決責任  
者を設  
置  公営  私営   

計   71．6％  50．9％  79．6％   

北 海 道  62．4％  36．5％  76．3％   

青  森  81．4％  527％  881％   

岩  手  76．3％  60．0％  83．0％   

宮  城  62．3％  35．3％  79．0％   

秋  田  69．3％  53．0％  76．5％   

山  形  了0．了％  44．4％  81．了％   

福  島  83．4％  76，2％  85．9％   

茨  城  77．9％  62．4％  81．3％   

栃  木  82．1％  71．8％  84．8％   

群  馬  78．7％  67．2％  80．7％   

埼  玉  ＿旦旦・声軍  

66．1％   

東  京  67．6％  53．2％  76．0％   

神 奈 川  81．3％  67，4％  83．9％   

新  潟  78．5％  62，2％  88，3％   

富  山  74．2％  72．3％  75．0％   

石  川  79．3％  74．8％  81．0％   

福  井  ＿旦q・7単  

山  梨  75．8％   

長  野  70．4％  62．9％  75．7％   

岐  阜  76．9％  67．1％  80．8％   

静  岡  77．4％  55．6％  ＿旦阜・持  

78．2％  愛  知  62．9％  44．0％   

三  重  71．6％  53．0％  79．0％   

滋  賀  59．1％  37．2％  71．0％   

京  都  741％  582％  77，7％   

大  阪  714％  575％  73．6％   

兵  庫  69．3％  51．6％  74．0％   

奈  良  56．7％  25，2％  74．5％   

和 歌 山  69．7％  50．5％  82．4％   

鳥  取  72．5％  56．4％  81．7％   

島  根  80．3％  62．9％  83．9％   

岡  山  73．2％  54．6％  ＿ユ旦・箪  

78．8％  広  島  73．1％  55．5％   

山  口  752％  543％  81・〕単   

徳  島  65，6％  46．4％  77．7％   

香  川  78．8％  59．0％  86．5％   

愛  媛  73．3％  70．8％  74．6％   

高  知  59，2％  44．3％  ＿ユ阜・早野  

＿異・〕撃  

85．7％   

長  崎  79．0％  39．0％  86．9％   

熊  本  73．8％  66ノ7％  75．3％   

大  分  68．8％  38．7％  78．2％   

宮  崎  69．0％  26．9％  86．7％   

鹿 児 島  789％  ‥タ6・0％  854％   

沖  縄  

第三者  
委員を  
設置   

公営  私営   

計   49．9％  33．9％  56．1％   

北 海 道  39．5％  140％  532％   

青  森  60．4％  418％  648％   

岩  手  60．8％  402％  694％   

宮  城  53．0％  307％  668％   

秋  田  49．9％  315％  58．0％   

山  形  53．9％  32．6％  629％   

福  島  69．4％  681％  698％   

茨  城  55．2％  347％  597％   

栃  木  56．9％  334％  629％   

群  馬  41．6％  359％  42．6％   

埼  玉  50．9％  349％  556％   

千  葉  44．3％  276％  548％   

東  京  43．0％  368％  466％   

神 奈 川  54．1％  49．6％  550％   

新  潟  675％  59．4％  72．4％   

富  山  39．4％  25．5％  45．了％   

有  川  64．1％  606％  65．4％   

福  井  69．3％  620％  727％   

山  梨  57．2％  521％  595％  長  野  48．3％  44．4％  51．0％   
岐  阜  56．8％  48．1％  602％   

静  岡  60．7％  525％  62．8％   

愛＿＿＿ 知  4フ．5％  39．1％  54．4％   

享＿－＿ 重  45．0％  22．8％  538％   

準… 賀  23．6％  3．6％  34．5％   

京  都  44．3％  4，6％  53．2％   

六＿－ 阪  44．2％  25．6％  47，2％   

兵  庫  一● ●■－  262％  52，4％   

奈  良  174％  14％  26．5％   

和 歌 山  52．5％  38．3％  61．8％   

鳥  取  56．8％  40．6％  66，1％   

鼻＿ 根  59．8％  337％  651％   

岡  山  45．3％  32．3％  49．1％   

広  島  52．5％  39．8％  56．6％   

山  口  や7．5％  26．7撃  533％   

徳  島  54．5％  ＿旦1・鱒  

51，9％   

愛  媛  51．8％  58．3％  48．5％   

高  知  38．7％  28．7％  48．0％   

福  岡  44．4％  ＿＿1呈・寧撃  

40．8％   

長  崎  56，3％  198％  63．5％   

熊  本  52．1％  48、7％  52，9％   

大  分  50．6％  23．5％  59．1％  

64．3％  宮  崎  47．5％  7．5％  

鹿 児 島  68，5％   
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出典イ社会福祉施設等調査報告」及び「介護サービス施設一事業所調査」（平成17年10月1日現在）  
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26 社会福祉施設等に関する耐震診断及び耐震改修の実施について（通知）  

社援基発第0215001号  
平成18年2月15日  

都道府県  
各 指定都市 民生主管部（局）長 殿  

中 核 市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長  

厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長  

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長  

厚 生 労 働 省 老 健 局 計 画 課 長  

社会福祉施設等に関する耐震診断及び耐震改修の実施について（通知）   

社会福祉施設等の耐震化については、社会福祉施設等施設整備費負担（補助）  
地域介護・福祉空間整備等交付金及び次世代育成支援対策施設整備交付金にお  
助成措置及び（独）福祉医療機構による無利子融資制度等により進めてきたとこ  
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 のような状況も踏まえ、厚生労働省としても、引き続き社会福祉施設等の耐震  

化の推進に努めることとしており、都道府県市におかれましても、改めて社会福祉  
法人等に対する指導等を行っていただくようお願いいたします。   

なお、社会福祉施設等の耐震診断及び耐震化に要する経費については、国土交通  
省所管の補助事業である「住宅・建築物耐震改修等事業」〔別紙参照〕において  

補助対象とされているところです。   
各都道府県市におかれましては、建築指導担当部局と連携を図り、上記補助制度  

について関係機関等に周知するとともに、このような事業も積極的に活用しながら、  
社会福祉施設等の耐震診断及び耐震化が着実に行われるよう指導されることを重ね  

てお願いします。   
また、本通知の内容につきましては国土交通省住宅局建築指導課と調整済みであ  

ることを申し添えます。  
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（別紙）  

住宅■建築物耐震改修等事業の概要  

（1）住宅・建築物耐震改修等事業  

（平成18年度予算：130億円  平成17年度予算：20億円）  

＼   対 象   主 な 要 件 等   

戸建て住宅  
（略）  

マンション  

肘  

彗  
補 助 率：地方公共団体が実施する場合   

・国1／3＋地方2／3  

折  
建築物  

（※緊急輸送道路沿道建築物の場合 国1／2＋地方1／2）  

地方公共団体以外が実施する場合  

・国1／3＋地方1／3＋所有者等1／3   

（略）  

戸建て住宅  

建築物  

肘  避難路又は緊急輸送道路に面する区域  

彗 】⊃く 改  補助対象：耐震改修工事真に係る費用  
医  
等  マンション   

（※緊急輸送道路沿道建築物の場合 国1／3＋地方2／3）  

地方公共団体以外の建築物 国7．6％＋地方7．6％＋所有者等  

84．7％  

（※緊急輸送道路沿道建築物等の場合 国1／3＋地方1／3  

＋所有者等1／3）   

の他住宅・建築物  
補 助 率：地方公共団体が実施する場合 国1／2＋地方1／2  

耐震化の促進に  地方公共団体以外が実施する場合 国1／3＋地方1／3＋事業者   

する事業  1／3   

（注）擁壁の改修等について補助対象に追加。  

本事業に関する問い合わせ先  

国土交通省住宅局建築指導課建築物防災対策室  

防災企画係 磯部・高橋  

TEL O3（5253）8111 （内線39－567）  

nlX O3（5253）1630  
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（参 考）  

建築物の耐震改修の促進に関する法律等概要  

L基本方針及び都道府県耐震化促進計画等  

建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針（法4条）   

○耐震化の目標   

「住宅」の耐震化率及び「多数の者が利用する建築物」の耐震化率  
現状：約75％ → 平成27年まで：少なくとも9割  

＿上＝＝」＿  

住宅の耐震化：約650万戸（うち耐震改修約100万戸）  
多数の者が利用する建築物：約5万棟（うち耐震改修約3万棟）   

○耐震診断の目標  

今後5年間   平成27年まで  
約100万戸   約150万戸ないし200万戸   

の者が利用する建築物   約3万棟   約5万棟   

（注〕多数の者が利用する建築物  
学校、病院、劇場、百貨店、事務所、老人ホーム等で、延べ面積が1，000n了  
以上かつ3階建て以上の建築物  

都道府県耐震改修促進計画（法5条）  

（都道府県の策定■公表義登）  

（計画記載事項）  

○当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関   

する目標   

①耐震改修等の目標の設定  

住宅、学校、病院等の建築物（民間の学校、病院等を含む）の用途  
ごとに目標を設定   

②公共建築物  

学校、病院、庁舎等の公共建築物については、今後、速やかに耐  
震診断を行い、その結果を公表するとともに、具体的な耐震化の目  
標と整備プログラムを設定  

※ 公共建築物と併せて、民間の学校、病院等についても、速やか  

に耐震診断を実施し、その結果の公表に努める必要がある。   

○当該都道府県の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図   

るための施策に関する事項  等  

市町村耐震改修促進計画（法5条）  

（市町村の策定・公表努力義務）  
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（参 考）  

2．特定建築物に係る措置   

特定建築物の所有者に耐震診断・耐震改修の努力義務（法6条）  

特定建築物：新耐震基準に適合していない建葉物で、当該基準の施行の際、既に建築済のもの  
※ 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、老人  

ホームその他多数の者が利用する建築物で政令で定めるものであって政令で定め  
る規模以上のもの   

（注）政令で定める建築物：老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに  
類するもの  

政令で定める規模：病院 → 階数が三で、かつ、床面積の合計が1000n了  
保育所 → 階数がこで、かつ、床面積の合計が500n了  
老人ホーム、政令で定める建築物（保育所を除く） → 階数がこ  
で、かつ、床面積の合計が1000ポ  

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本方針」  

建築物の耐震診断及び耐震改修の実施についての技術上の指針となるべ  

き事項（法4条）  

唇行政庁の特定建築物の所有割こ対する指導・助言（法7射（※1） 

（耐震診断及び耐震改修が行われていないと認めるとき）   

所管行政庁の特定建築物の所有者に対する指示（法7条）（※1）  

指示の対象：次の特定建築物のうち、政令で定めるものであって、政令で定める規模以上のも  
の（注）  

（1）病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店その他不特定かつ多数の者が利用する特定   
建築物  

（2）小学校、老人ホームその他地震の際の避難確保上特に配慮を要する者が主として利用する   
特定建築物  など   

（注）政令で定める特定建築物：老人短期入所施設、保育所、身体障害者福祉ホームその他これ  
らに類するもの  

政令で定める規模：病院 → 床面積の合計が2000ポ  
保育所 → 床面積の合計が750∩イ  

老人ホーム、老人短期入所施設、身体障害者福祉ホームその他これら  
に類するもの（保育所を除く） → 床面積の合計が2000nて  

※1 所管行政庁は、報告徴収、立入検査も可能  

※2 所管行政庁：建築主事を置く市町村又は特別区の区域は、市町村の長又は特別区の  

長、その他は都道府県知事  
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27 社会福祉施設等における吹付けアスベスト等使用実態調査報告  

（第2回フォローアップ調査・補足調査）について  

社会福祉施設等における吹付けアスベスト等  

使用実態調査報告について（第2回フォローアップ）  

Ⅰ．趣 旨   

標記について、第1回フォロ ーアップ調査（平成18年2月13日公表）以降の調査の進捗  

状況についてとりまとめたもの。  

Ⅱ．報告の結果  

1．調査回答施設数の状況  

調査回答施設数   

のうち、  

≪平成18年2月 第1回フォローアげ≫  ≪今回第2回フォローアップ≫  

90，229施設（100．00％）  90．629施設（100．00％）  

① 措置済み状態ではないもので、石綿等の   

粉じんの飛散により、ぱく露のおそれのあ  262施設（0．29％）   

る場所を有する施設  

292施設（0．32％）  

② ①のうち、利用者が日常利用する場所を   56施設（0．06％）   

有する施設  

87施設（0．10％）   

81施設  

5施設   

1施設   

226施設（0．25％）   

210施設   

15施設   

1施設  

うち 措置済  22施設  

措置予定  34施設  

未  定  0施設  

③ ①のうち、②以外のその他の場所を有す  219施設（0．24％）   

る施設  

うち 措置済  61施設  

措置予定 154施設  

未  定  4施設  

2．現段階において分析調査中の施設数  

≪平成18年2月 第1回フォローアげ≫2，089施設 → ≪今回第2回フ川－アげ≫1．711施設  
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